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那賀ＣＡ第３号 

令和８年５月１２日 

  総務大臣 林 芳正   殿 

 

 徳島県那賀町     

那賀町長 橋本 浩志 

 

 

事後評価報告書（中間評価） 

 

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。  

 

 

記 

 

１．事業概要 

(1) 工事完了日  ：令和５年３月２９日 

(2) サービス開始日：令和５年４月 １日 

 

２．目標達成状況（累計） 

指 標 
目標 

（目標年度） 

（実績値/目標値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

家庭用 WiFi

の設置数 

40 世帯 

（令和７年度） 
20／40 18／40 20／40 

【参考】 

-/40 

  ※欄が不足する場合は適宜追加 

 

（参考） 

提供可能回線数 利用回線数 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 83回線 20 18 20 【参考】 

- 
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３．目標達成に向けて実施した取組 

・宅内ＬＡＮ工事費及び無料プレゼントキャンペーン 

・コミュニティチャンネルでのＣＭ放送 

・スマホ使い方講座及び相談会（令和７年度に計１５回実施） 

 

４．評価  

・家庭用 Wi-Fi の設置数：目標 40 世帯、実績 20 世帯（達成率 50％） 

  対象世帯に対し、町広報誌・回覧板・ＣＭ放送等を活用してサービス内容の周知を行っ

た結果、20 世帯の加入があった。しかし、対象地域には高齢者世帯が多く、サービスの活

用方法に関する周知が十分でなかったことから、サービスの必要性を伝えきることができ

ず、現時点では目標を達成できていない。今後、再評価の時点までには、目標をほぼ達成出

来る見込みである。 

・利用回線数：20 回線 

  令和 7 年度末時点の利用回線数は 20 回線であり、目標の 40 回線には達していない。主

な要因である高齢者世帯に対するサービス活用例などの周知に加え、スマートフォンの使

い方講座や相談会等を実施することにより、利用率の上昇が見込めると考えている。 

 

５．課題への対応策 

・家庭用 Wi-Fi の設置数 

  目標を達成出来ていない主な要因は、高齢者世帯の未加入である。今後は、高齢者世帯

の加入者を増やすべく、個別訪問に加え、サービスの活用方法等を町広報誌等により周知

するとともに、地域におけるサービスに関する相談会等の実施を予定しており、再評価時

までには目標をほぼ達成できる見込みである。 

・利用回線数 

  上記の取組により新規加入を促進することで、引き続き、利用回線の増加に努める。 

 

  


